
         

個人情報取扱事務の諮問事案書（重要事項の諮問） 

※オンライン結合関係図その他必要な資料を添付すること。 

オンライン結合を行う

事 務 の 名 称 

特定検診・特定保健指導等費用支払及びデータ管理に関する業

務委託 

事 務 の 

所 管 課 等 
健康づくり課 

オンライ

ン結合に

よる取扱 

個人情報 

類 型 特定健康診査受診者 

項 目 名 
保険者番号、証記号・番号、受信券整理番号、利用権整理番

号、氏名、性別、住所、生年月日、健診結果 

オンライ

ン結合の

概 要 

結 合 の 

当 事 者 名 
健康づくり課、神奈川県国民健康保険団体連合会（県国保連） 

使用回線の

形 態 

■ 専用回線(広域イーサネット（ビジネスイーサワイド)） 

□ 共用回線(     ) 

個 人 情 報 

取扱の流れ 

・特定健康診査受診者の情報が、健診機関から県国保連に送付

される。 

・県国保連は、特定検診データ管理システムのサーバに特定健

康診査受診者情報を登録する。 

・健康づくり課は、オンライン結合によりサーバ上の特定健康

診査受診者情報を入手し、これを基に、特定保健指導の実施や

各費用支払事務に利用する。 

オンライン結合を行う

理 由 

( 公 益 上 の 必 要 性 ) 

・特定検診・特定保健指導の費用支払事務等を効果的・効率的

に実施するために必要である。 

・なお、これは、全都道府県共通仕様のシステムである。 

安 全 確 保 措 置        

(個人の権利利益を侵

害するおそれがないよ

うにすること) 

広域イーサネットによる専用システムにより、外部からのアク

セスを遮断している。 

 

開 始 時 期 平成２０年４月から 

 

 

第１０条第２項の規定に該当しないオンライン結合諮問用 



 

 

  オンライン結合関係図 

※この関係図に代わる既存の資料の添付があれば、作成不要とする。  

オンライン結合を要す

る 事 務 の 名 称 

特定検診・特定保健指導等費用支払及びデータ管理に関する業

務委託 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    は、結合する電子計算機とする。なお、当事者名、電子計算機名称等の参考情

報を付記すること。 

      は、結合による個人情報の流れとする。なお、回線の形態等の参考情報を付記

すること。 

 

別 紙 

県国保連 

 

特定検診等データ管理シ

ステムサーバ 

健康づくり課 

端 末 

・広域イーサネットによる専用システム

により、外部からのアクセスを遮断 

・全都道府県共通仕様のシステム 


